
高齢者居住安定確保計画について  
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国土交通省・厚生労働省は、高齢者の居住の安定確保のための施策について、目標を定めるとともに、計画的  

な実施を図るために、高齢者居住安定確保計画制度を創設しました。   

この説明資料及び高齢者居住安定確保計画策定マニュアル（たたき台）は、地方公共団体が高齢者居住安定  

確保計画を作成し、高齢者の居住安定確保のための施策に取り組むことを支援する参考資料として作成している  

ものです。   
今後、内容の変更や記述の修正がありえますが、各地方公共団体からのご意見をいただくためご参考に供しま  

す。   
本日の説明会の説明を受け、高齢者居住安定確保計画の内容やより具体的に示すことを希望する内容に関す  

るご意見・ご要望、紹介できる事例等があれば連絡してください。（締切り6月16日）  

連絡先：国土交通省住宅局住宅総合整備課住環境整備室高齢者住宅係  
TEL：03－5253－8111内線39－357 fax：03－5253－1628  

1．高齢者居住安定確保計画創設の背景  

（1）高齢者人口（全国）  

高齢者人口（65歳以上）は、今後も増加を続け、平成17年（2005年）の2，576万  
人から2040年には約3，850万人に達する見込み。  
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資料：総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」   



（2）要介護等の高齢者  

要介護又は要支援に認定された高齢者等が増加を続けている。  

注．介護保険の要介護認定を受けた者の合計数であり、2号被保険者（40～64歳）である認定者  
も含まれる  （出典：介護保険事業状況報告他）  

（3）高齢者世帯の将来推計  

○単身高齢者については、平成17年（2005年）の387万人から2030年には7  
17万人まで増加する見込み。  

【高齢者がいる世帯（推計）】  

※世帯主が高齢者（65歳以上）である世帯＋その他65歳以上の高齢者世帯員がいる世帯   
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（資料）国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）（2008年3月推計）」及び国勢調査より。   
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（4）介護・生活支援サービスの付いた高齢者の住まい  

介護・生活支援サービスのついた高齢者の住まい（住宅・施設）の概要  

（5）各国の高齢者の居住状況  

全高齢者における介護施設一高齢者住宅等の定員数の割合  

）4．4％  日本（2005）  

ナーシングホーム  
グループホーム等  
（4．2％）  

サービスハウス  
（2．3％）   

鵬上の区分は明確ではな 
6．5％  スウェーデン（2005）※3  

類型間の差異は小さい  

10・7％  デンマーク（2006）※4  

シェルタードハウジング  
（8．0％）  

ケアホーム  
（3．7％）  11．7％  

英国（2001）※5  

アシステッド  
リビング等  

（2．2％）  

ナーシング・ホーム  
（4．0％）  6．2％   米国（2000）※6  

※1シルバーハウジング、書齢呑向け優良賃貸住宅、有料老人ホーム及び軽費老人ホーム（経穴老人ホームは2004年） ※2介護保険3施設及びグループホーム  
※4 DenmarkSodaIm】nlSlenet（デンマーク社会省）聞き取り調査時の配付突1  
※6 医療樫済研究機構「米国医照射運データ集」（2005）  

※3SwedenSo由】叫relsen（スウェーデン社会省）聞き取り調査時の配付資料（2006）  
※5 ElderlyAccommodatFOnCounsel（20041Ttheorderpopulat10n」  

社会保障国民会議サービス保障（医療・介護・福祉）分科会（第8回）  

資料   



（6）高齢者人口（都道府県別）  

高齢化率は都道府県毎に差異がある。今後は大都市圏で急速に高齢化が進む見込  

み。  

□2015高齢化率  

■2005高齢化率  

資料：総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「都道府県の将来推計人口」  

（参考1）高齢者に対する住宅施策  

住生活基本法  

住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策について、基本理念を定めるとともに、基本理念の実現を図るための基本的施  
策、住生活基本計画等について定める。  

住生活基本計画  

担眉旦＿皇堅を厚岸ストヱク中型車峯吐軽寒嬰厳つ空車墾…＿‖＿＿：  

・高齢者をはじめ多様な者が安全で快適な生活を営む  

旧標4 住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保  

■高齢者等の居住の安定を確保するため、   

・高齢者等が安全・安心で快適な生活を営むことができるよう、  

‾  

十  

一般施策の活用 L い  

高齢者の居住の安定確保に関する法律（0）  住宅確保軍配■者に対する賃貸住宅の供絵の促蔓に粛  
する法律（住宅セーフティネット法）（★）  

高齢者の居住の安定確保のため、  
①高齢者が円滑な入居を促進する賃貸住宅の登録促進  
②民間活力を活用した高齢者向けの優良な賃貸住宅の供  
給促進  
③高齢者自らによる持ち家のバリアフリー化の促進  
を図る。  

L 高齢者世帯等市場で適切な住宅を確保すること  
こ が国難な世帯の居住の安定を確保するため、  

と 
居の促進  

を国る。  
■ ＿＿Ⅷ＿一＿＿【．」 ．．． L ＿ 

＋、＋十 黙‡チキ  、J二‾‾二二TL＿＿  

福祉施策との連携  
高齢者の居住ニーズヘの対応  

高齢者の賃貸住宅への入居円滑化  住宅のバリアフリー化・供給促進  

（持家）   

t佳良住宅取得支援制度  
・バリアフリー改修促進税制 等  

（借家）  

☆公営住宅の供給（入居基準の特例等）  
○高齢者円滑入居賃貸住宅  
○高齢者専用賃貸住宅  

☆シルバーハウジング・プロジェクト  

☆公共賃貸住宅と福祉施設等の合築・併設  
☆安心住空間創出プロジェクト  
☆公営住宅を活用したグループホーム  
・高齢者等の住み替え支援  
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☆公共賃貸住宅のバリアフリー化（新築・改修）○終身建物賃貸借制度  

○高齢者向け優良賃貸住宅の供給促進 等  



（参考2）介護保険制度の仕組み  

市 町 村（保険者）  

サービス事案者   
○在宅サービス   

・訪問介護   
・適所介護 等   

○施設サービス   
・老人福祉施設   
・老人保健施設 等  

市町村  
12．5％  税 金  

50％  

（平成2l－23年度）  

財政安定化基金  

全国プール  
サービス利用  

国民健康保険・  
健康保険組合など  

個別市町村  保険料   

厘剋生食カ、らの天引き  

要介護認定  

第2号被保険者   

・40歳から64歳までの者：  
＿   

（4，239万人）  

：第1号被保険者：：  
∴65歳以上の者  
し＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿Jl   

（2，757万人）  

加 入 者（被保険者）  

（注）第1号被保険者の数は、「介護保険事業状況報告（暫定）（平成20年4月分）」による。  

第2号被保険者の数は、社会保険診療報酬支払基金が介護給付費納付金填を確定するための医療保険者からの報告によるものであり、18年皮内の月平均  
値である。   

■■一一－－一一－－一一－－－－一－－－－－－－一－－－－－－ －－－－－－－－一一一一一－－－－－－－－一一一－－－－一－－－－－－－－－－－－－－－－－一－－－－－一一一－－一一一－－－一一一－－－一一－－－一－－－－－－－－－－－一－－－一－－－－▲‾－－－－‾  

2．高齢者居住安定確保計画の概要  

（1）高齢者居住安定確保計画の策定の目的・意義  

今後増加の見込まれる介護等を要する高齢者、低所得で住宅に困窮する高齢者、世帯基盤が脆弱な高齢者  
を目指します。また、高齢者の住まい  

の計画、行政部局問の連携   

します。  
を確保し、 √了、】  一  

に対して、 

の総量を把握し、  
の強化、∴   

また、目標と施策を提示することにより、 
さらに、一覧性をもつ計画を策定することにより、  

を目指します。  

住宅政策と福祉政策の連携した取り組み  

住宅政策  

住宅セーフティネットを確立する   住生活の安定・向上   

老  介護等を  ●高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標   

人 福  必要とす  ●目標を達成するために必要な事項   

祉  る高齢者   
を支援す  

る   ・高齢者に適した良好な居住環境を有する住宅の整備の促進  

・高齢者居宅生活支援事業の用に供する施設の整備促進  

・高齢者居宅生活支援体制の確保  

福祉の推 進  ●その他高齢者の居住の安定の確保のために必要な目標  

例）持ち家のバリアフリー化その他持ち家に居住する高齢者への  
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（2）基本方針を踏まえた高齢者居住安定確保計画の策定  

基本方針  

基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  
1．高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標の設定に関する事項   

2．高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の促進に関する基本的な事項  
3．高齢者に適した良好な居住環境を有する住宅の整備の促進に関する基本的な事項  
4．保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する基本的な事項   
5．高齢者がその居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス及び福祉   
サービスを提供する体制（高齢者居宅生活支援体制）の確保に関する基本的な事項  

6．高齢者居住安定確保計画の策定に関する基本的な事項  
7．前各号に掲げるもののほか、高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な事項   

※基本方針は、高齢者のための住宅及び有料老人ホーム並びに高齢者のための保健医療サービス及び福  
祉サービスの需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して定めるとともに、住生活基本計画（全国計画）  
との調和が保たれたものでなければならない。  

高齢者居住安定確保計画  

高齢者居住安定確保計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  
1．高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標  
2．次に掲げる事項であって、前号の目標を達成するために必要なもの   
イ 高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の促進に関する事項   
日 高齢者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する事項   
ハ 高齢者に適した良好な居住環境を有する住宅の整備の促進に関する事項   
二 老人福祉法に規定する老人デイサービス事業その他の高齢者がその居宅において日  
常生活を営むために必要な保健医療サ→ビス又は福祉サービスを提供するものとして  

政令で定める事業   
ホ ニに掲げるもののほか、高齢者居宅生活支援体制の確保に関する事項  

3．計画期間  

4．前3号に掲げるもののほか、高齢者の居住の安定の確保に閲し必要な事項  

インターネットの利用その他の方法により住民の意見を反映させるための必要な措置  

市町村への協議  
地域住宅協話会の意見鷹取  

（3）高齢者居住安定確保計画の対象とする領域  

高齢者居住安定確保計画では、次の領域を計画対象にします。  
これにより、  するとともに、より円滑かつ適切に介護サービスが提供されるよう  

、先駆的な取り組みを踏まえ 

を目指します。  

住まいの確保   ′〈リアフリー化   高齢者居宅生活支援事業  
適正管理   

高 齢  
妄  

者  
居  
住  
安  
定  喜高齢者に適した良好な   
確   切  

ヨ  
施設章  

持  の整備の促進に関する事項（3条②項2号 

家  

■■‾一‾－■■■■‾－■－●－ 
以 外  

l 

十  

ロ ヽ仰二ト、れ，．れ．．〆  
、J、W紀“‘㌫属∴rJJ－パじ一n、塩－■、互ハ…′銘  

※上記のほかに老健施設、療養病床がある。 て  6   



（4）高齢者居住安定確保計画と住生活基本計画、老人福祉計画等との関係   

高齢者居住安定確保計画は、老人福祉計画・介護保険事業支援計画と調和を図りつつ、住生活基本計画を  
踏まえ、高齢者の住宅に係る施策を具体的に計画します。   

住生活基本計画（H18からの10年計画）、老人福祉計画等（H21からの3年計画）を踏まえ∴   

とします。  

住生活基本計画  

住民の住生活の安定の♯保及び向上の促進に四する基本的な計酉  

（D住民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する日楳・施策   

（∋住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策を総合的かつ  
計画的に推進するために必要な事項   

目標  
1．良賞な住宅ストックの形成及び将来世代への継承  
2．良好な居住環境の形成  
3．多様な居住ニーズが適切に実現される住宅市域の環境整備  
4．住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保   
※目標4 のうち高齢者の住宅の部分について具体的に計匝  

老人福祉計画※  

保に印する計酉  ＝ ■ 一・．．；  

総数その他老人福祉等某の  

確保に閲し必要な事項  

①老人ホームの必要入所定  
量の目標・措置   

②老人福祉事業の供給体制  

住宅数葉と言お者福祉政策が連携して、言お者の居住の安定の確掛こ内する  
臥捷を定め、絶筆を♯遮   

（D高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標  
イ．高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の促進 
口．高齢者が入居する賃貸住宅の管理の適正化  
ハ．高齢者に適した良好な居住環境を有する住宅の整備の促進  
二 高齢者居宅生活支援事業の用に供する施設の整備の促進   
ホ 高齢者居宅生活支援体制の確保  

等  

介護保険事業支援計画※  

円滑な実篤の支援に関する計肖  介護保険事稟に係る保険給付  

①介護給付等サービスの量   

②介護保険事業に係る保険  
ために都道府県が必要と認  

見込み   

付の円滑な実施を支援する  
る事項  等  

※両計画は一体として策定  
②その他高齢者の居住の安定の確保に即し必要な事項  

3．高齢者居住安定確保計画における目標設定   

（1）目標設定のねらい  
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高齢者世帯数  （2）要配慮  
高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標は、  

のうち、  する  

二．を推計し、検討します。  

要介護・要支援・特定高齢者  

施設■居住系サービス  

提供施設の入所者   

養護・軽費老人ホーム  

の入所者  

高齢者居宅生活支援事業と施設、体制  
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